
生駒市規則第３号 

生駒市こどもサポートセンター規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２８年３月８日 

生駒市長 小 紫 雅 史    

 

   生駒市こどもサポートセンター規則の一部を改正する規則 

 生駒市こどもサポートセンター規則（平成１７年３月生駒市規則第１０号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条の表中「生駒市谷田町１６１５番地」を「生駒市元町１丁目６番１２号

」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２８年３月２２日から施行する。 


